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令和２年度 STORIES～Yamaguchi SHOP Mobility～ 

 運営事業者 募集要項 

１．目 的                                                      

山口県は、市町、地域商社、物産・農林水産関係団体、中小企業支援機関との連携による

「オールやまぐち！」による大都市圏等への県産品売り込みを実施しています。 

この度、山口県産品の大都市圏（特に、首都圏）への売り込みを加速化すべく、民間事業

者（企業、個人事業主含む）のノウハウや知見を借りながら、新たな売り込み手法としてキッ

チンカーを活用して、全国の他の都道府県にはない、山口県ならではの売り込みスタイルを

確立させる取組をスタートさせます。 

今回の取組の趣旨は、県産品の売り込みや魅力発信のために、キッチンカーを複合的に

活用し、ショップモビリティの先駆けとなることや、他県にはない移動式のアンテナショップ事

業（以下、本事業という。）を目指すものです。 

この取組を実施するに当たっては、首都圏消費者に「どのように県産品の魅力を訴求し、

県産品を売り込むか」の視点に立って、事業アイデアの創出や創意工夫等が必要となり、民

間の視点が重要となることから、民間事業者から運営事業者を公募します。 

 

２．応募者要件                                                  

（１）本事業目的に賛同し、首都圏でキッチンカーを活用したショップモビリティ事業の運営

を目指す意思のある者（新規に起業される方、既に事業を実施している法人、個人事業

主を含む） 

（２）５年を目処として、事業を継続的に実施する意思がある者 

（３）株式会社 Mellowが提供するモビリティビジネス・プラットフォーム SHOP STOP※１へ登

録し活動する者 

（４）応募者が個人の場合、調理師免許等を有している者（法人の場合は、それと同資格を

有した者を雇用し、その者を事業に従事させること）※２ 

（５）反社会的勢力に該当しないこと（法人の場合は役職員を含む）、および反社会的勢力

およびこれに該当する法人等と関係を有しないこと、かつ今後も有しないことを表明、確

約できる者（反社会的勢力排除に関する誓約事項） 

（６）山口県の業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領に基づく参

加停止を受けていない者 

（７）銀行取引停止処分を受けていない者 

（８）会社更生法に基づく再生手続き開始の申立又は民事再生法に基づく再生手続き申立

がなされている法人等でないこと 

（９）破産者及び禁固以上の刑に処せられていない者 
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（１０）租税公課の滞納処分を受けていない者 

※１ モビリティビジネス・プラットフォーム SHOP STOP  https://www.mellow.jp/partner  

※２ 上記（４）の応募者要件については９月１１日付で変更 

 

３．運営事業者の業務内容                                           

 （１）山口県産品を使用した飲食物の提供を実施すること 

 （２）山口県産品の販路拡大を行うため PRや販売を実施すること 

 （３）県内の各種売り込み団体や自治体等と連携したイベントへ参加し、山口県のプロモー

ションを実施すること 

 

４．運営事業者支援                                                

選定された運営事業者に対しては、下記の期間に支援を実施する予定としています。 

（１）支援期間 

運営事業者決定後～令和３年３月３１日 

（２）支援内容（概要） 

   ① 開業に向けた資金を一定額支援 

本事業の開業資金として２，５００，０００円（税込み）を支援します。 

車両リースを希望される方は、車両リースの頭金と開業までの車両リース代について

支援を予定しています。 

   ② マーケティング支援 

    首都圏の消費者ニーズにあったメニュー開発の助言や出店場所にあった店舗づくりの

助言を実施し、開業に向けた伴走型の支援を行います。 

   ③ 事業運営に必要な車両デザインやセントラルキッチン（仕込場）に関する助言 

    事業運営に必要な車両リース業者の紹介、デザインに関する助言、セントラルキッチン

（仕込場）づくりの助言を実施します。なお、車両デザインについては、費用負担なく専属

のデザイナーを紹介します。 

   ④ 事業組成や運営ノウハウ習得支援 

運営に必要なノウハウを習得するためのカリキュラムを提供に加え、山口県産食材や

特産品の選定・調達等サポートを実施します。 

   ⑤ 売上拡大に向けた広報支援 

販促に必要なチラシや SNS を活用した広報について助言を実施します。また、集客ア

プリにキッチンカー出店情報（店名、場所、日時、メニュー等）を掲載し、プロモーションを

支援します。 

 （３）その他 

    本事業の事業化支援にあたっては、日本最大級のモビリティビジネス・プラットフォーム

を運営する株式会社 Mellow からの助言および出店スケジュールの調整を実施していた

https://www.mellow.jp/partner
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だく予定です。 

    なお、株式会社 Mellowの会社概要については下記リンクからご参照ください。 

    ＜https://www.mellow.jp/＞ 

 

５．運営事業者の選考                                              

（１）選考方法 

運営事業者については、一次選考（書類）と二次選考（面接）を経て決定します。なお、

採点等の審査内容については開示しないことをご了承ください。 

① 一次選考(書類) 

＜選考基準（概要）＞ 

・ 山口県との所縁（つながり） 

・ 本事業への応募動機（きっかけ） 

・ 事業取組に対する意欲（想い） 

・ 事業の遂行性（強み） 

・ 事業計画の実現可能性（考え） 

※書類内容を基に事務局と山口県が選考を実施します。 

※必要に応じて個別にヒアリングを実施する可能性があります。 

② 二次選考（面接） 

＜選考基準（概要）＞ 

・ どのようなショップモビリティとするか（事業者の想い） 

・ 事業の実現可能性を高めるためどのような施策を実施するか 

・ メニュー提案 

・ 他事業者との差別化 

※審査員による選考により運営事業者を決定します。 

※選考結果については、選考者にのみメールにてお知らせします。 

（２）運営事業者の決定 

二次選考によって選定された事業者を本事業の運営事業者候補者とし、優先交渉権

を与え、業務内容等の交渉を行ったのち運営事業者として正式決定します。 

（３）選考フロー 

 

https://www.mellow.jp/
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 （４）選考日程 

・ 募集期間 ８月３１日（月）～ ９月３０日（水） 

・ 応募書類提出期限 ９月３０日（水）１７時まで 

・ 一次選考(書類審査) １０月１日（木）～１０月９日（金） 

・ 一次選考結果通知 １０月１２日（月） 

・ 一次選考通過者向け説明会※１（オンライン） １０月１６日（金） 

・ 二次選考書類提出期限１０月２３日（金）１７時まで 

・ 二次選考(面接※２)１０月３０日（金） 

・ 二次選考結果通知 １１月上旬 

※１説明会の開催時間は応募者に追ってご連絡差し上げます。 

※２コロナウィルス感染症の状況次第で WEBでの面接とする予定です。 

（５）応募書類 

＜一次選考＞ 

書類名 
既存 

今後開業 
法人 個人事業主 

提出物チェックリスト 〇 〇 〇 

事業者公募申請書（様式１） 〇 〇 〇 

申請者概要書兼事業 PRシート（様式２） 〇 〇 〇 

事業計画書（様式３） 〇 〇 〇 

調理師免許等（写し） 〇 〇 〇 

履歴事項全部証明書（写し） 〇 － － 

本人確認書類（写し） ― 〇 〇 

財務諸表 

＜法人＞ 

直近３期分の決算報告書（貸借対照表および損

益計算書） 

＜個人事業主＞ 

直近３期分の確定申告書（第一表、第二表、収

支内訳書（１・２面）または所得税青色申告決算

書（１～４面）） 

〇 〇 ― 

事業概要が分かる資料（会社説明書等） △ △ ― 

＜二次選考＞ 

書類名 
既存 

今後開業 
法人 個人事業主 

申請者概要書兼事業 PRシート（様式４） 〇 〇 〇 

調理の様子を撮影した動画 〇 〇 〇 

〇必須、△任意 

※様式２と様式４の事業 PR シートは、同様の項目の記載があれば、様式は問いません

のでパワーポイント等で資料をご作成いただくことも可能です。 
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（６）提出先 

必要書類を完備のうえ、事務局宛にメールで送付ください。 

  専用アドレス＜yamaguchi.shop-mobility@ymfg.ym-zop.co.jp＞ 

 

６．その他                                                      

・ 以下のいずれかの事項に該当した場合は、選考の対象から除外します。 

応募書類の提出期限までに書類提出がなかったもの。 

二次選考の面接に参加しなかったもの。 

応募書類の必須記載事項に記載がなかった又は虚偽の内容が記載されているも    

の。 

・ 応募に必要な費用は、全て応募者の負担とします。 

・ 提出された応募書類は、返却いたしません。 

・ 個人情報の保護に関する法律及びその他関係法令に定められた例外を除き、応募 

書類や事業者選考を通じて知り得た個人情報は応募者選定以外には使用しません。 

・ 選考を辞退する場合は、速やかに事務局まで連絡をください。 

 

７．問合せ先                                                    

＜運営事務局※＞ 

 株式会社 YMFG ZONEプラニング 

 〒750-8603 

 山口県下関市竹崎町四丁目２番３６号 

 TEL：083‐223-4202 

 Mail：yamaguchi.shop-mobility@ymfg.ym-zop.co.jp 

 担当者：舟木、中村、髙松 

※本業に関しては山口県からの業務受託により、株式会社 YMFG ZONE プラニングが事務

局を行っています。 

以上 


